
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共共同同実実施施  

    11 月月号号  
平成 25年 1月 10日：発行 

城南学校運営支援室 古川 治：文責 

今月の提出物 
お忙しいと思いますが、提出期限内または速やか

に提出をお願いします。 

＜提出物＞ 

 ・4号業務（1月 25日（金）まで） 

 ・ 

※その他は各校の事務室へお尋ねください。 

詳しくはコチラへ↑ 



 

 

 互助会の給付制度をご存知ですか？手続きはお早めに・・・ 

教員免許状 

更新講習受講

補助金 

会員が教育職員免許状法に基づく教員免許状更新又は更新講習修了確認を受

けたときは、会員が負担した受講料の額の２／３以内（２０，０００円）を補助。 

 

＜添付資料＞ 

①更新講習受講料領収書の写し 

②【佐賀県教育委員会】が発行する有効期間更新証明書、更新講習修了確認証

明書又は更新講習免除証明書の写し 

詳しくは、自校の事務室へお尋ねください。 

 

  

 

 毎月支給されている私たちの給与は、どのように決定されているのでしょうか？少し触れてみましょう。 

 

   給与の基礎 

 

   職員の給料額は同一職務同一賃金の原則を基礎に、 

   ・年齢 ・学歴 ・職の経験年数、勤続年数 ・資格 ・職務内容 ・職務遂行能力 ・勤務成績 

   などの諸要素を総合的に勘案して、任命権者が給料表の等級･号給にあてはめて決定されます。 

 

○教育職員 → 教育職給料表       ●学校事務職員 → 行政職給料表 

 

 

『級』職務の複雑、困難及び責任の度に応じて区分するもの 

職務の級 標準的 な 職務 

１   級 講師・養護助教諭 

２   級 教諭・養護教諭・栄養教諭 

特 ２ 級 主幹教諭 

３   級 副校長・教頭 

４   級 校長 

 

 【昇格】職員の給与等級を給料表の上位の級に変更する給与決定上の発令行為（『級』の上昇） 

 

 『号給』同一級をさらに細分化するもの 

 【昇給】職員の給料号給を給料表の同一等級において、１号以上、上位に変更すること（『号給』の上昇） 

 

  佐賀県では 

 

  人事委員会規則で定める日（１月１日）に、同日前１年間における職員の勤務成績に応じて昇給がなされ

ます。 

   

『教育必携』の７２１ペ

ージから給与に関する

条例等が記載されて

います。 


